
外国人雇用管理研修会 
 

    
 

 

 

主催：岡崎地区外国人雇用管理推進協議会／岡崎商工会議所 就職情報室／岡崎市雇用対策協議会 
 
昨年１１月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が公布され、

１年以内に制度改正の見込みです。第一部では、改正による変更点や今後の対応策についてご説明、
第二部では、ベトナム人技能実習生の教育を行う企業の事例紹介をいたします。 
技能実習生受入れをされている企業様や、今後検討中の皆様は、この機会にぜひご参加ください

ますようご案内申しあげます。 
記 

◎日 時  ３月２２日（水）午後２時～３時３０分 
◎会 場  岡崎商工会議所 ２階 中ホール 

◎内 容   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

◎参加料  無 料（但し、事前お申込みが必要です） 

◎申込先  ＦＡＸ、Ｅメール、お電話等にて事前に事務局までお申し込みください。 

岡崎地区外国人雇用管理推進協議会 事務局(岡崎商工会議所内) 板倉・市川 
〒444-8611岡崎市竜美南１－２ 
TEL(0564)53-6165 FAX(0564)53-0101 E-mail:itakura@okazakicci.or.jp   以上 

岡崎商工会議所内 協議会事務局 行（ＦＡＸ：０５６４－５３－０１０１） 

【外国人雇用管理研修会 ３/２２（水）】申込書 

事業所名  業種  従業員数  

受 講 者 氏 名（ふりがな） 職名 受 講 者 氏 名（ふりがな） 職名 

    

連絡担当者名  ＴＥＬ  ＦＡＸ  

★外国人雇用・技能実習生受け入れの状況に関して当てはまる項目に○印をご記入ください。 

 １．外国人を雇用している        （国名：           人数：    名） 
 ２．外国人の雇い入れを予定している   （国名：           人数：    名） 
 ３．技能実習生を受け入れしている    （国名：           人数：    名） 
 ４．技能実習生の受け入れを予定している （国名：                 人数：    名） 
 ５．過去に、外国人の雇い入れ・技能実習生の受け入れをしていた（現在はしていない） 
 ６．今後、外国人の雇い入れ・技能実習生の受け入れを検討している 
 ７．外国人の雇い入れ・技能実習生の受け入れは予定していない 

※ご記入いただいた情報は、当協議会および岡崎商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用するのをはじめ、講師へ参加者名簿として配布します。 

外国人技能実習制度改正 
～概要と変更点、今後の対応策について～ 

 

＜第一部＞ 午後 2時～3時 10分 

外国人技能実習制度改正 
講師：公益財団法人 国際研修協力機構（ＪＩＴＣＯ） 

名古屋駐在事務所 所長 斎藤 環
たまき

 氏 

  ・現行制度内容と改正後の違い（技能実習の最長期間延長など） 
・今後の対応策 

 
＜第二部＞ 午後 3時 10分～3時 30分 

   ベトナム人技能実習生教育・研修 事例紹介 
    講師：VIVAXAN VANXUAN 株式会社 副社長 渡邊 祐人 氏 

※ＶＩＶＡＸＡＮ ＶＡＮＸＵＡＮ㈱は、ベトナム人技能実習生・留学生の研修等を行うベトナム系企業。 

日本事業部経営陣が元技能実習生・留学生と日本人で構成されているところに特長がある。 


